
大学分科会及び各部会等における審議状況 

 

１．大学分科会 

【主な審議事項】中長期的な大学教育の在り方について ／ 各部会等の審議の集約 
【検 討 状 況】「中長期的な大学教育の在り方について（諮問）」に関し，審議中。引き続き，審

議を深めることが必要。 

２．制度・教育部会 

【主な審議事項】学士課程教育の在り方について 
【検 討 状 況】学位水準の維持・向上，高等学校との接続の改善等について審議を重ね，平成20

年3月，「学士課程教育の構築に向けて（審議のまとめ）」をとりまとめ。パブリッ

クコメント等を経て，平成20年6月まで同答申案を審議。（大学分科会の審議を経

て，平成20年12月に答申）。 

３．大学院部会 

【主な審議事項】大学院の制度及び教育の在り方について 
【検 討 状 況】大学院教育の実質化や，博士課程修了者の進路等の諸課題について審議中。今後，

さらなる審議が必要。[別紙１] 

４．大学教育の検討に関する作業部会 

【主な審議事項】「中長期的な大学教育の在り方について（諮問）」に関する各種の調査・分析及び

論点整理のための専門的な検討について 
【検 討 状 況】作業部会のもとに１３のワーキンググループを設置。うち，４ワーキンググルー

プにおいて具体的検討を開始。[別紙２，３] 

５．法科大学院特別委員会 

【主な審議事項】法科大学院制度の一層の充実について 
【検 討 状 況】法科大学院の教育の質の保証について審議を進め，平成 20 年 9 月，「法科大学院

教育の質の向上のための改善方策について（中間まとめ）」をとりまとめ。今後，

さらなる審議が必要。[別紙４，５] 

６．留学生特別委員会 

【主な審議事項】今後の留学生交流の在り方について 
【検 討 状 況】平成 20 年７月に，「「『留学生 30 万人計画』の骨子」取りまとめの考え方に基づ

く具体的方策の検討」をとりまとめ。[別紙６] 

７．高等専門学校特別委員会 

【主な審議事項】高等専門学校教育の充実について 
【検 討 状 況】高等専門学校の教育内容等の充実，発展方策等について審議を重ね，平成20年7

月，「高等専門学校教育の充実について（答申案）」をとりまとめ。（大学分科会の

審議を経て，平成20年12月に答申） 

８．認証評価特別委員会 

【主な審議事項】評価機関の認証審査や認証評価制度及び実施の在り方について 
【検 討 状 況】平成20年6月まで認証評価の改善に関する論点について検討。[別紙７] 

 
 
※（参考）として「大学分科会関連の中央教育審議会答申(第１期～第４期)と，それを受けた対応につい

て」に掲載 

資料５ 
中央教育審議会大学分科会（第７４回）
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大学院部会の審議状況

１．第４期大学分科会大学院部会における主な審議

（大学院設置基準の改正について）

第３９回（平成１９年９月２１日）の審議を踏まえ、大学院設置基準を改正（平成

１９年１２月施行）。その内容は、各大学院における多様な履修形態を提供する取組

がそれぞれの大学の主体的な判断により推進されるよう、教育研究上の必要がある場

合には、博士課程の区分制又は一貫制のいずれについても、研究科、専攻又は学生の

履修上の区分に応じ、これらの年限を超えることができることを明確化することとし

た。

（博士課程修了者等の諸問題について）

博士課程修了者が社会の多様な場で活躍できていない現状を踏まえ、第４０回（平

成２０年２月２１日）、第４１回（平成２０年５月１５日）、委員懇談会（平成２０年

６月３０日）の審議において、下記の論点に基づき、我が国の博士課程修了者等の諸

問題への対応方策を審議した。

○ 博士課程修了者等に関して社会のニーズとのミスマッチが指摘されている状況に

ついて、どのように考えるべきか。（カリキュラムの在り方、研究指導の在り方、

博士課程修了者等の社会全体での活用促進など）

○ 博士課程における研究者養成の在り方について、どのように考えるべきか。

○ 博士課程学生等に対する経済的支援の充実について、どのように考えるべきか。

○ 学位審査に係る透明性・客観性確保について、どのように考えるべきか。

（大学院教育の充実のために今後議論すべき論点について）

中央教育審議会諮問「中長期的な大学教育の在り方について」（平成２０年９月１

１日）及び博士課程修了者等の諸問題についての審議を踏まえ、委員懇談会（平成２

０年１１月２５日、平成２１年１月１５日）において、大学院に関する課題について

審議を行い、下記の通り論点を整理した。

論点１ 学位プログラム等を通じた大学院の教育の実質化

論点２ 大学院生や博士課程修了者等への進路や経済的支援

論点３ 大学院の今後の量的規模

論点４ 大学院大学（特に専門職大学院大学）の在り方

論点５ 専門職大学院の在り方

論点６ その他

２．第５期大学分科会大学院部会において検討を要する事項

大学院教育の充実のために今後議論すべき論点（大学院教育の実質化、経済的支援、

量的規模、専門職大学院の質保証等）について、引き続き、審議を行う。

３．今後の予定

平成２１年夏に審議の中間まとめを行う予定。

別紙１
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中央教育審議会諮問「中長期的な大学教育の在り方について」（平成 20 年 9 月 11 日）

における大学院に関する課題及び論点整理について

論点１ 大学院の教育の実質化

○ 大学院の教育機関としての実質化や大学教員の意識改革が図られているか。

（例）

・ これまでの大学院教育の実質化の取組に関する効果の検証の実施

・ 大学院教育に関し、制度面の改善が進む一方、大学院が教育機関であることにつ

いての大学教員の意識が変わっていないため、ＦＤの実施等により、教員としての

心構え及び教えるテクニックなどを指導する場を設定

・ 大学教員の教育力を重視した採用、学生の就職状況等教育に関する業績の評価の

実施及びそのための教育評価基準の設定、並びに各大学において良い教育を行って

いる教員の表彰等の実施

・ 社会との関わりの中で大学教育の在り方を考えていくための大学外の評価の導入

・ 大学院の現状を把握し、特に若手教員の負担軽減を含め、教員の授業負担の軽減

を図る観点から、大学院教育の条件整備の方策を検討

○ 大学院に入る段階において、学生の意欲及び能力を適切に評価するための方策が必

要ではないか。

（例）

・ 大学院に入る段階において、意欲及び能力のある学生を適切に審査する仕組みの

構築

・ 大学院に入る前段階から、学生が大学院の教育研究に意欲を持つことができるキ

ャリア・ガイダンスの実施

○ 大学院教育の実質化をさらに促進するためにはどのような方策が必要となるのか。

（例）

・ 組織を中心とした教育の在り方から、学位を取得するための課程（プログラム）

を中心とした教育の在り方等への転換

・ 大学院の研究者養成、高度専門職業人養成、高度の教養人養成という人材養成機

能それぞれに応じた教育内容・方法の明確化

・ 大学院におけるコースワーク（達成目標の明確化、理論と実践の反復、国際的な
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教育研究の機会の充実等）の徹底

・ 大学院教育における良質の教科書の作成及び普及

・ 社会人の大学院教育へのニーズの的確な受容及び社会人学生の受け入れ方策（博

士課程の短期在学コースの導入、「論文博士」の在り方等）についての検討

・ 大学院教育の実態に基づく適切な評価とさらなる財政的支援策の検討

○ 学生と教員・研究者の流動性確保をさらに促進するためにはどのような方策が必要

となるのか。

（例）

・ 諸外国の取組を考慮しつつ、優秀な大学院生を国内外から獲得するための方策（カ

リキュラム、教員の質、研究レベル、施設・設備、入学制度、経済支援、学生支援

（学習支援及び生活支援）、事務体制の充実及び国際化等）の実施

・ 教員・研究者の交流を通じて、国際的、国内的、又は地域における教育・研究拠

点となりうるような環境を整える取組の実施

○ 学生に対する厳正かつ適切な成績評価を実施するための方策が必要ではないか。

（例）

・ 博士課程在学中における適性試験の実施等の出口管理の実施

・ 指導教官以外の教員の関与等のルール化等を含めた厳正な学位審査体制等の確立

・ 学位の質を下げずに博士課程の標準年限内の学位授与率の向上を図る方策の検討

○ 大学院の質を保証するための設置基準の改善や評価制度の確立のための方策が必要

ではないか。

（例）

・ 大学院の取組を適切に評価するための分野別の認証評価制度の確立

・ 大学院教育の設置の要件（校地・校舎の基準等）の明確化

論点２ 大学院生や博士課程修了者等への進路や経済的支援

○ 大学院生や博士課程修了者等の就職支援をさらに促進するためにはどのような方策

が必要となるのか。

（例）

・ 産業界、地域社会等と人材養成、研究開発等において連携を図るとともに、産業
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界等社会のニーズと大学院教育のマッチングの実施

・ 博士課程修了者について、国内の研究職だけではなく、海外の研究機関や企業へ

の就職も視野に入れた就職促進策（キャリアパスの明確化等）の実施

・ 国内での博士課程修了者の採用、社会人学生の現場復帰等の促進策の実施

・ インターンシップ等のキャリア教育の充実

・ キャリアアドバイザー等の体制の整備等の実施

・ 各学問分野ごとに高度な専門的知識を身につけた者が活躍する事例に関する調査

の実施

・ 大学院及び大学院生の社会的地位を高めるための方策の検討

○ 大学院生や博士課程修了者等の経済的支援充実をさらに促進するためにはどのよう

な方策が必要となるのか。

（例）

・ 学生への経済的支援など、高等教育への資金投入の必要性について社会全体のコ

ンセンサスを形成

・ 教育訓練段階での授業料減免のための経済的支援の在り方についての検討（奨学

金等の充実）

・ ＴＡ・ＲＡによる学生の労働の対価としての経済的支援の充実方策の実施

・ 海外の優れた学生を日本に呼んだり、海外に出た優秀な日本人学生を呼び戻すた

めの経済的支援の在り方についての検討

・ 学生への経済的支援の財源確保のため、公的資金を確保するとともに、寄附募集

活動の活発化及び戦略的な資産運用などの各大学の自助努力を促す方策の検討

論点３ 大学院の今後の量的規模

○ 国際的な競争力の確保のための世界的な教育研究拠点の形成等、大学院教育の全体

像を踏まえた適正な量的規模の検討が必要ではないか。

（例）

・ 人口減少を踏まえた適正な量的規模の検討とともに、国際的な競争力の確保のた

めの世界的な教育研究拠点の形成、必要不可欠な学問分野における研究者の確保、

社会ニーズを踏まえた高度職業人養成、社会人・留学生の受け入れ等の観点から、

修士課程、博士課程それぞれの適正な量的規模の検討

・ 大学院の入学定員の在り方についての検討

4



・ 大学院の評価における定員充足率のとらえ方についての検討

・ 大学院の機能別分化を促すような方策の検討

・ 学問分野別に出口を踏まえた上での適正な量的規模の在り方の検討

論点４ 大学院大学（特に専門職大学院大学）の在り方

○ 大学院大学（特に専門職大学院大学）の質の保証のための方策が必要ではないか。

（例）

・ 大学院大学（特に専門職大学院大学）の設置審査要件の明確化（大学院大学の施

設環境（校地・校舎の基準等）の明確化、研究者／実務家教員とのバランス、常勤

・非常勤の割合、実務家教員の役割・責任等）

論点５ 専門職大学院の在り方

○ 専門職大学院の質の保証のための方策が必要ではないか。

（例）

・ 専門分野別認証評価の整備・定着（評価項目のミニマム・スタンダードの策定、

認証評価の特例措置の在り方、認証評価において不適合認定を受けた大学に対する

措置の在り方等）

○ 専門職大学院における教育機能の充実のための方策が必要ではないか。

（例）

・ 研究者・教員養成促進のための専門職学位課程と博士課程の接続の在り方

・ 専門職学位課程における組織的・体系的な教育の実施、コースワークの徹底

・ ダブルカウントの暫定措置終了後も、専門職大学院の教員が博士後期課程におけ

る研究指導に携わることにより、優れた研究・教育能力を備えた教員を育成するこ

とができるよう配慮について検討

・ 社会ニーズを踏まえた当該分野の修了者の共通的な資質・能力の検討
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○ 専門職大学院の適正規模についての検討が必要ではないか。

（例）

・ 分野の特性等に応じた各専門職大学院の適正な量的規模の検討

論点６ その他

○ 修士課程の位置づけを再度とらえ直すことが必要ではないか。

（例）

・ 修士課程の位置づけについて、修士課程と博士課程との関係、高度専門職業人養

成、専門職大学院大学との相違等について分野別に検討

・ 修士課程の学生の就職活動に関し、学生の学修や研究に支障を及ぼさないような

在り方についての検討及び民間企業等との連携

○ 学部教育と大学院教育との間の整理が必要ではないか。

（例）

・ 学部の専門教育と大学院における専門教育の関係についての整理
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大学教育の検討に関する作業部会の審議経過（会議開催：４回）

【第１回】日時：平成２０年１０月３日（金）１６：３０～１７：３０

（１）９月１１日中教審への諮問「中長期的な大学教育の在り方について」

を踏まえ、作業部会における今後の論点について審議

（２）ワーキンググループの設置について承認

【第２回】日時：平成２０年１０月２９日（水）１３：２０～１３：５０

（１）各ワーキンググループの審議状況について報告

①ＯＥＣＤ高等教育における学習成果の評価（ＡＨＥＬＯ）に関するワーキンググループ

（第１回 ９月３０日開催）

②学位プログラムの検討に関するワーキンググループ（第１回 １０月２９日開催）

③質保証システム検討ワーキンググループ（第１回 １０月２４日開催）

【第３回】日時：平成２０年１１月２６日（水）１２：１５～１２：３０

（１）各ワーキンググループの審議状況について報告

①ＯＥＣＤ高等教育における学習成果の評価（ＡＨＥＬＯ）に関するワーキンググループ

（第２回 １１月１７日開催）

（２）学位プログラムを中心とした大学制度についての検討

【第４回】日時：平成２１年１月２２日（木）１６：３０～１７：００

（１）各ワーキンググループの審議状況について報告

①大学グローバル化検討ワーキンググループ（第１回 １２月８日開催）

（２）大学教育の検討に関する作業部会の審議経過について

別紙２
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待

さ
れ

る
役
割

に
つ

い
て

　
（

２
）

学
位

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

中
心

と
し

た
大

学
制

度
を

検
討

す
る

上
で

の
論

点
　

　
　

　
整

理
に

つ
い

て
　

（
３

）
学

位
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
中

心
と

し
た

大
学

制
度

を
検

討
す
る

上
で

の
今

後
　

　
　

　
調

査
す

べ
き

事
項

の
洗

い
出

し
に

つ
い

て
　

（
４

）
今

後
の

ワ
ー

キ
ン

グ
グ

ル
ー

プ
の

進
め

方
に

つ
い

て
　

（
５

）
そ

の
他

・
国

内
外

に
お

け
る

教
育

・
学

内
運

営
の

在
り

方
　

に
関

す
る

事
例

の
収

集
と

整
理

　 ・
学

位
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
中

心
と

し
た

大
学

制
度

の
　

検
討

質
保
証
シ
ス
テ
ム

検
討
ワ
ー
キ
ン
グ

グ
ル
ー
プ

諸
外

国
に

お
け

る
設

置
基

準
・

認
可

，
ア

ク
レ

デ
ィ

テ
ー

シ
ョ

ン
等

の
事

例
収

集
と

分
析

を
行

う
。

　
第

1
回

　
1
0
月

2
4
日

　
【

議
題

】
　

（
１

）
質

保
証

シ
ス

テ
ム

検
討

ワ
ー

キ
ン

グ
グ

ル
ー

プ
の

運
営
に

つ
い

て
　

（
２

）
質

保
証

シ
ス

テ
ム

の
在

り
方

に
つ

い
て

　
（

３
）

そ
の

他

・
諸

外
国

に
お

け
る

質
保

証
制

度
の

仕
組

み
の

　
調

査
・

収
集

・
整

理

大
学
グ
ロ
ー
バ
ル

化
検
討
ワ
ー
キ
ン

グ
グ
ル
ー
プ

大
学

の
国

際
競

争
力

向
上

に
関

す
る

国
内

外
の

取
組

に
関

す
る

事
例

収
集

と
分

析
を

行
う

。

　
第

1
回

　
1
2
月

8
日

　
【

議
題

】
　

　
（

１
）

大
学

グ
ロ

ー
バ

ル
化

検
討

ワ
ー

キ
ン

グ
グ

ル
ー

プ
の
運

営
に

つ
い

て
　

　
（

２
）

大
学

の
グ

ロ
ー

バ
ル

化
の

在
り

方
に

つ
い

て
　

　
（

３
）

そ
の

他

・
大

学
の

国
際

化
・

国
際

競
争

力
の

向
上

に
関

す
る

国
内

外
の

取
組

に
関

す
る

事
例

収
集

と
分

析

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
高
等
教

育
に
お
け
る
学
習

成
果
の
評
価
（
Ａ

Ｈ
Ｅ
Ｌ
Ｏ
）
に
関

す
る
ワ
ー
キ
ン
グ

グ
ル
ー
プ

今
後

の
Ｏ

Ｅ
Ｃ

Ｄ
高

等
教

育
に

お
け

る
学

習
成

果
の

評
価

（
Ａ

Ｈ
Ｅ

Ｌ
Ｏ

）
へ

の
対

応
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
，

専
門

的
な

調
査

審
議

を
行

う
。

　
第

1
回

　
9
月

3
0
日

　
【

議
題

】
　

（
１

）
Ｏ

Ｅ
Ｃ

Ｄ
高

等
教

育
に

お
け

る
学

習
成

果
の

評
価

（
Ａ
Ｈ

Ｅ
Ｌ

Ｏ
）

に
　

　
　

　
関

す
る

ワ
ー

キ
ン

グ
グ

ル
ー

プ
の

運
営

に
つ

い
て

　
（

２
）

Ａ
Ｈ

Ｅ
Ｌ

Ｏ
へ

の
対

応
に

つ
い

て
　

（
３

）
そ

の
他

　
第

2
回

　
1
1
月

1
7
日

　
【

議
題

】
　

（
１

）
Ａ

Ｈ
Ｅ

Ｌ
Ｏ

へ
の

対
応

に
つ

い
て

　
（

２
）

そ
の

他

・
フ

ィ
ー

ジ
ビ

リ
テ

ィ
・

ス
タ

デ
ィ

の
実

施
に

向
け

た
調

査
審

議

別紙３
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法科大学院特別委員会の審議状況 

 

 

１. 第４期大学分科会法科大学院特別委員会における議論 

「第４期大学分科会における部会等の設置について」（平成１９年２月２２

日大学分科会決定）に基づき、約２年間にわたり、法科大学院法科大学院制

度の一層の充実のための調査審議等を進めてきた。 

平成１９年１２月１８日には、司法試験考査委員による不適切な課外指導

に端を発する問題状況を踏まえて、「司法制度改革の趣旨に則った法科大学院

教育の在り方について」（報告）をとりまとめた。 

また、２つのワーキンググループを設置（平成２０年３月２７日）し、入

学者の質及び修了者の質の確保について審議を進め、成２０年９月３０日に

は、教育実施状況調査や法曹関係者からのヒアリングを踏まえ、法科大学院

教育の改善の基本的な方向を提言する「法科大学院教育の質の向上のための

改善方策について（中間まとめ）」をとりまとめた。 

 

 

２.検討を要する事項 

  法科大学院教育の質の向上のための改善方策（入学者の質と多様性の確保、

修了者の質の保証、教育体制の充実、質を重視した評価システムの構築）に

ついて、引き続き、審議を行う。 

 

 

３.今後の予定 

  平成２０年度末に「法科大学院教育の質の向上のための改善方策について

（最終まとめ）」をとりまとめる予定。 

別紙４ 
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「法科大学院教育の質の向上のための改善方策について（中間まとめ）」の概要

中央教育審議会法科大学院特別委員会報告（平成20年９月30日）

本報告の趣旨

主な内容

第１ 入学者の質と多様性

第２ 修了者の質の保証

第３ 教育体制の充実

第４ 質を重視した評価システムの構築

法科大学院教育の質の一層の向上を図るため、その質の保証のあり方について、現状

調査や法曹関係者からのヒアリングなどを行い、以下のような改善方策の基本的な方向を
とりまとめた。今後、審議を継続し、平成２０年度末に最終まとめを行う予定。

・志願者数の減少により、入学者選抜の十
分な競争性の確保が不十分

・社会人、他学部出身者の入学者が漸減傾
向

①入学者の質の確保のため、入学者選抜における
競争的な環境を整備

②適性試験の入学最低基準の設定

③社会人がアクセスしやすい夜間コースや長期履
修コースの拡充

・一部の修了者が基礎的な理解や思考能力
を十分身につけていないとの指摘

・法学未修者１年次の授業時間等が不足

・司法試験合格者数が著しく少ない状態の
続く法科大学院が一定数存在

・充実した教育に必要な専任教員確保への
懸念

・とくに法律基本科目の専任教員の確保が
困難化

・博士後期課程の進学希望者が減少

・認証評価機関の間で評価にばらつきがあ
り、また形式的な評価にとどまっているなど
の指摘

・各法科大学院における情報公開が不十分

①法科大学院生が修了時までに共通的に到達すべ
き目標（ミニマム・スタンダード）の設定

②科目群のバランスに配慮しつつ、法律基本科目
の基礎的な学修を確保

③成績・進級判定の厳格化（特に法学未修者１年次
から２年次への進級判定）

①平成２５年度まで認められているダブルカウントの
暫定措置は延長しない

②教育体制強化のための入学定員の見直しや教育
課程の共同実施・統合等の促進

③法科大学院と博士後期課程等との連携による教
員養成システムの構築

①到達目標の達成度、 厳格な成績評価・修了認定、
教員の業績・能力などを重点的に評価

②評価機関の間での不適格認定の内容・方法の調
整

③各法科大学院における情報公開の促進

④改善の進捗状況のフォローアップ体制の構築

改善の方向性現 状
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「『留学生３０万人計画』の骨子」とりまとめの考え方に 

基づく具体的方策の検討（とりまとめ）（概要） 

平成２０年７月８日   中央教育審議会大学分科会 留学生特別委員会 

 

 

Ⅰ 優れた留学生の戦略的獲得 

（１）基本的考え方 

（２）戦略的獲得の対象 

（３）数値目標 

（４）日本留学に関する情報発信機能の強化 

（５）戦略的に獲得するための大学等間の共同・連携 

（６）海外における日本語教育の充実 

（７）外交戦略との連携 

 

Ⅱ 留学生を引き付けるような魅力ある大学づくりと受入れ体制 

（１） 優れた留学生獲得に向けたインセンティブの付与 

－日本の大学のグローバル化－ 

（２）留学生にとって安心できる魅力ある受入れ体制等の整備 

（３）日本語教育の充実 

（４）高校生留学 

 

Ⅲ．留学生にとって魅力ある社会 －日本の社会のグローバル化－ 

（１）将来の魅力あるキャリアのための就職支援・雇用の促進 

（２）地域・企業等のコンソーシアムによる交流支援 

 

Ⅳ．関係省庁・関係機関等の連携による有機的、総合的な推進 

（１）外交戦略や入国管理、労働政策等関係省庁との連携体制 

（２）民間企業や地域との連携 

 

Ⅴ．日本人の海外留学 

（１）日本人学生の海外留学の意義 

（２）日本人の海外留学を促進するための方策 

（３）留意点 

 

別紙６ 
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認証評価特別委員会等の審議状況 

 

 

１.「評価機関の認証に関する審査委員会」における審議 

評価機関からの認証申請に応じて審査を行うために「評価機関の認証に関

する審査委員会」が設置された。これまでの審議経過は以下のとおり。 

 

《第 6回》平成 19 年 7 月 6日、《第 7回》平成 19 年 9 月 11 日 

  専門職大学院の評価機関として次の２団体の認証に係る審議 

○ 特定非営利活動法人 THE ALLIANCE ON BUSINESS EDUCATION AND SCHOLARSHIP FOR 

TOMORROW ,a 21st century organization(ABEST21) 【経営分野】 

○ 特定非営利法人国際会計教育協会 【会計分野】 

 

《第 8回》平成 19 年 12 月 18 日、《第 9回》平成 20 年 2 月 19 日 

専門職大学院の評価機関として次の 2団体の認証に係る審議 

○ 財団法人大学基準協会 【経営分野】 

○ 特定非営利活動法人日本助産評価機構 【助産分野】 

 

 

２．「認証評価特別委員会」における審議 

  大学評価の一層の充実を図るため、「評価機関の認証に関する審査委員会」

を改組し、「認証評価特別委員会」が設置された。これまでの審議経過は以下

のとおり。 

 《第 1回》平成 20 年 5 月 26 日 

認証評価機関による評価の実施状況等に関する評価機関からのヒアリング 

 《第 2回》平成 20 年 6 月 30 日  

自己点検・評価、認証評価に関する大学からのヒアリング 

 

 

３．今後検討すべき事項 

 大学教育の質保証システムの構築のため、分野別評価や認証評価結果の

活用など認証評価システムの在り方及び国際的通用性の確保について、さ

らなる検討が必要。 

  

別紙７ 
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(参考)大学分科会関連の中央教育審議会答申(第１期～第４期)と，それを受けた対応について

答申等 改正事項等 現状・備考

平成14年 ２月 大学における社会人受け入れの ・長期履修学生制度の導入(平 →平成18年度現在

推進方策等について(答申) 成14年3月施行) 学 部:78校,83人

大学院:166校, 1,284人

ニーズが増大している大学等 ・専門大学院１年制コースの →専門大学院は専門職大

における社会人の学習需要に 制度化(平成14年3月施行) 学院に発展的移行(平成

対応するため，長期履修学生 15年4月から)

制度，専門大学院１年制コー ・通信制博士課程の制度化(平 →私立:10大学(10研究科

ス，通信制博士課程の制度化 成14年3月施行) 11専攻)で設置

等について提言。 (平成20年度現在)

平成14年 ３月 大学設置基準等の改正について ・長期履修学生制度の導入(平

(答申) 成14年3月施行)

・専門大学院１年制コースの

「大学等における社会人受け 制度化(平成14年3月施行)

入れの推進方策等について ・通信制博士課程の制度化(平

（答申）」に基づき必要な規 成14年3月施行)

定の改正について審議。

平成14年 ８月 大学の質の保証に係る新たなシ ・学部・学科等の設置認可の →届出制の導入により，

ステムの構築について(答申) 対象を限定し，届出制を導 組織改編の件数が増加

入(平成15年4月施行) しており，設置認可・

国による事前規制を最小限の ・大学設置の抑制方針を撤廃 届出の総件数のうち，

ものとし，事後チェック体制 (平成15年4月施行) 過半を届出が占めてい

を整備するとの観点から，大 (医師，歯科医師，獣医師， る。

学の設置認可の緩和や第三者 船舶職員の養成に係る学部 ○設置認可･届出の件数

評価制度の導入等による，教 については抑制を継続) (年度は開設年度。括弧

育研究の質を保証するシステ 内は届出件数で内数)

ムの構築について提言。 平成15年度：278 (1)

16年度：472 (276)

17年度：392 (265）

18年度：482 (356)

19年度：353 (243）

20年度：343（258）

21年度：301 (223）

※公私立大学のみ
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・設置基準の簡素化，準則化 ○設置認可等の現状の課

(平成15年4月施行) 題

・明らかに準備不足の申

請が増加

・学部・学科等の組織の

名称，学位の専攻分野

の名称の多様化

・柔軟な組織づくりの促

進の一方，本来の届出

制度の趣旨を逸脱する

ような届出も出現。

・新たな第三者評価制度を導 →すべての国公私立大

入(平成16年4月施行) 学，高等専門学校（計

1,271校・専攻）が，定

期的に認証評価機関に

よる評価を受け，改善

に反映

平成19年度までに評価

を受けた機関数：

大学･･･268校(36%)

短大･･･132校(34%)

高専･･･ 56校(92%)

専門職大学院

･･･ 24専攻(32%)

・法令違反状態の大学に対す →１件に対して改善勧告

る是正措置制度を導入(平成 (平成19年1月)

15年4月施行)

平成14年 ８月 大学院における高度専門職業人 ・専門職大学院設置基準の制 →182専攻(平成21年度開

養成について(答申) 定，専門職大学院の開設(平 設予定を含む

成15年4月施行) [うち法科大学院74専攻])

大学院における高度専門職業

人養成を一層促進するため，

実践的な教育を行う専門職大

学院制度の創設について提

言。

平成14年 ８月 法科大学院の設置基準等につい ・専門職大学院設置基準の制 →74専攻(平成20年度現

て(答申) 定(平成15年4月施行)，法科 在)

大学院の開設(平成16年4月)
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司法制度改革・大学改革を受 ・連合大学院制度に係る規定 →12件（平成20年度）

け，新たな法曹養成制度の中 を整備(平成15年4月施行)

核としての法科大学院の実現

のため，制度設計に直接かか

わる設置基準，学位，入学者

選抜等について提言。

平成15年 １月 大学設置基準等の改正について ・教員組織の年齢構成，収容

(答申) 定員，校舎面積等の基準の

適正化(平成15年4月施行)

平成14年８月の答申「大学院

における高度専門職業人養成 ・専門職大学院設置基準を制

について」，「大学の質の保証 定(平成15年4月施行)

に係る新たなシステムの構築

について」，「法科大学院の設 ・連合大学院制度に係る規定

置基準等について」に基づき を整備(平成15年4月施行)

必要となる規定の改正につい

て審議。

平成15年 12月 新たな留学生政策の展開につい ・留学生の質の確保 →大学等に外国人留学生

て(答申) （大学の在籍管理の徹底） の適切な在籍管理等を

要請(平成17年1月通知)

昭和58年に策定された「留学 ・留学生受入れ制度の改善・ →国費留学生制度の改善

生受入れ10万人計画」の目標 充実 （特別プログラムや大使

が達成される見込みとなった 館推薦戦略機動枠の創

ことや，留学生の急増に伴う 設、国費留学生制度に

留学生の質への懸念などを背 おける成績管理の厳格

景に，留学生交流の拡大と質 化、大使館推薦による

の向上を目指した新たな留学 採用方法の改善）

生政策の基本的方向や具体的 ・日本人の海外留学への支援 →長期海外留学支援制度

な施策等について提言。 の創設（平成17年度）

（平成19年度までの採

用者数：159名）

→奨学金貸与制度の創設

（日本学生支援機構）

・「長期海外進学奨学金」

採用者計1,423名（平成

16年度から平成19年度

まで）
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・「短期海外留学奨学金」

採用者計523名（平成18

年度及び平成19年度）

・日本学生支援機構の設立に →日本学生支援機構設立

よる統一的な留学生支援体 （平成16年度）

制の確立

平成16年 ２月 文部科学大臣が認証評価機関に ・評価機関の認証に際し，大

なろうとする者を認証する基準 学評価基準や，法科大学院

を適用するに際して必要な細目 に係る特例等の細目を規定

を定める省令の制定について した省令を制定。(平成16年

（答申） 4月施行)

平成14年８月の答申「大学の

質の保証に係る新たなシステ

ムの構築について」に基づ

き，必要な規定の整備につい

て審議。

平成16年 ２月 大学設置基準等の改正について ・学校教育法の改正を踏ま

（答申） え，大学設置基準の自己点

検・評価に関する規定を整

平成14年に学校教育法の改正 理。(平成16年4月施行)

が行われたことにより，必要

な規定の整備について審議。

平成16年 ２月 薬学教育の改善・充実について ・薬剤師養成のための学部に →6年制薬学部の設置状況

(答申) ついて，修業年限を4年から :74校(平成21年度は新

6年に延長(平成18年4月施 設予定なし）

医薬分業の進展，医療技術の 行)

高度化などを背景に，今後，

薬剤師にはより高い資質が求

めれられていることから，大

学における薬剤師養成のため

の薬学教育の修業年限の延長

等について提言。
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平成16年 ９月 大学設置基準の改正について ・６年制薬学部に関する卒業

（答申） 要件，教員や施設，設備等

について大学設置基準等を

平成16年２月の答申「薬学教 改正。（平成16年12月施行)

育の改善・充実について」に

基づき，必要な規定の整備に

ついて審議。

平成16年 ９月 「外国大学の日本校」及び「我 ・文部科学大臣指定の外国大 →文部科学大臣が指定す

が国の大学の海外校」に関する 学日本校の日本の大学への る外国大学日本校の数

制度の整備について（答申） 編入学等について学校教育 ：6校

法施行規則等の規定を整 （平成20年1月現在）

「国境を越えて教育を提供す 備。(平成16年12月施行)

る大学の質保証について」 ・日本の大学の海外校につい

（国際的な大学の質保証に関 て大学設置基準等の規定を

する調査研究協力者会議）に 整備(平成17年4月施行)

基づき必要な規定の整備につ

いて審議。

平成17年 １月 我が国の高等教育の将来像(答 ・教員分野に係る大学設置等 →教員分野に係る大学・学

申) の抑制方針を撤廃(平成17年 部等の設置又は収容定員

4月施行) 増

中長期的(平成17(2005)年以 平成18年度：7大学

降，平成27(2015)年～平成32 平成19年度：3大学

(2020)年頃まで)に想定され ・高等専門学校の単位の計算 →新たな単位計算方法を導

る我が国の高等教育の将来像 方法の見直し(平成17年9月 入した高専(一部学科を

と，その内容の実現に向けて 施行) 含む)52校(全高専64校)

取り組むべき施策について提 (平成19年度)

言。 ・４年制専門学校の修了者に →指定を受けている専修学

対する大学院入学資格の付 校の専門課程（4年制）

与(平成17年12月施行) の数：363校

(平成20年2月現在)

・短期大学卒業者への学位授

与(平成17年10月施行)

・大学の教員組織の整備(准教

授，助教の新設等)(平成17

年10月施行)，講座制度の撤
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廃等(平成19年4月施行)

・医師不足対策としての医学 → 医学部入学定員

部の定員増の容認 平成18年度：7,625人

19年度：7,625人

20年度：7,793人

21年度：8,486人

・大学等の人材養成目的の明

示，FDの義務化，成績評価

基準の明示等

(大学院設置基準等の改正：

平成19年4月施行，大学設置

基準等の改正：平成20年4月

施行）

・高等教育機関相互のコンソ

ーシアムの形成（大学設置

基準等の改正により大学に

おける教育課程の共同実施

制度を創設(平成21年3月施

行)）

平成17年 ９月 新時代の大学院教育－国際的に ・「大学院教育振興施策要綱」 →国際的に卓越した教育

魅力ある大学院教育の構築に向 の策定(平成18年3月) 研究拠点形成と大学院

けて－(答申) 教育の抜本的強化(平成

21年度予定額:400億円)

国際的な水準での大学院の教 ・グローバルＣＯＥプログラム

育研究機能のさらなる強化の ・組織的な大学院教育改革推進プログラム

必要性について，教育の課程 ・大学院の課程における人材

の組織的展開の強化による 養成目的の明示，ＦＤの義

「大学院教育の実質化」と大 務化，成績評価基準の明示

学院評価の確立や世界的な教 等（平成19年4月施行)

育研究拠点の形成支援等を通

じた「国際的な通用性，信頼

性の向上」について提言。

平成18年 ３月 大学設置基準等の改正について ・教員組織，専任教員，助教

(答申) の資格に関する事項等につ

いて大学設置基準等を改正

平成17年２月の答申「我が国 (平成18年4月施行)

の高等教育の将来像」，及び ・教育研究上の目的の明確

９月の「新時代の大学院教 化，ＦＤの義務化，成績評
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育」に基づき，必要な規定の 価基準の明示等に関し大学

改正について審議。 院設置基準を改正(平成19年

4月施行)

平成18年 12月 専門職大学院設置基準の改正に ・「教職大学院」制度の創設 →教職大学院の新設

ついて(答申) (平成19年4月施行) 平成20年度：19大学

平成21年度（予定）

平成18年７月の答申「今後の ： 5大学

教員養成・免許制度の在り方

について」（主に初等中等教

育分科会で審議）に基づき，

必要な規定の改正について審

議。

平成19年 ３月 教育基本法の改正を受けて緊急 ＜高等教育関係部分＞

に必要とされる教育制度の改正 ・学校教育法を改正し，大

について(答申) 学，私立学校等の目的に関

する規定を整備したほか，

平成18年12月の教育基本法改 履修証明制度を創設。

正を踏まえ改正を必要とする (平成19年12月施行)

法律のうち，緊急に改正が必

要な制度について提言。

平成19年 ７月 大学設置基準の改正について ・大学等の教育研究上の目的

(答申) の明確化，FDの義務化，成

績評価基準の明示等に関し

平成17年２月の答申「我が国 大学設置基準等を改正(平成

の高等教育の将来像」に基づ 20年4月施行)

き，必要な規定の改正につい

て審議。

平成19年 12月 大学院設置基準の改正について ・教育研究上の必要があると

(答申) 認められる場合は，大学院

の標準修業年限を超えるこ

「経済財政改革の基本方針20 とができるよう，大学院設

07」（平成19年６月閣議決 置基準を改正。(平成19年12

定），「社会総がかりで教育再 月施行)

生を」（平成19年６月，教育
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再生会議第二次報告）に基づ

き，必要な規定の改正につい

て審議。

平成20年 ４月 教育振興基本計画について(答 ＜高等教育関係部分＞

申) ・「教育振興基本計画」の策定

(平成20年7月閣議決定)

改正教育基本法において規定 ・中長期的な大学教育の在り

された教育振興基本計画につ 方について中央教育審議会

いて，今後10年間を通じて目 へ諮問。(平成20年9月)

指すべき教育の姿を提言する ・社会の信頼に応える学士課 →大学教育・学生支援推進

とともに，今後5年間に取り 程教育等の実現 事業（新規）

組むべき具体的な施策を明 平成21年度予定額

示。 ：110億円

・国際的に卓越した教育研究 →平成21年度予定額

拠点の形成，大学院教育の ：400億円

抜本的強化 ・グローバルＣＯＥプログラム

・組織的な大学院教育改革推進プログラム

・大学等の国際化の推進 →「留学生30万人計画」

骨子を文部科学省など

関係6省によりとりまと

め（平成20年7月)

・国公私立大学等の連携等を →①大学教育充実のための

通じた地域振興のための取 戦略的大学連携支援プ

組を支援 ログラム

平成21年度予定額

：60億円

②社会的要請の高い医師

の養成支援

：37事業(168大学)

・私立学校教育の振興 →私立大学等経常費補助

平成21年度予定額

：3,218億円

なお，教育振興基本計画の審議に関連し，大学分科会での議論に基づき，関係４委員から「教育振興基本

計画の在り方について」（平成20年2月）及び「「教育亡国」回避のために投資の断行を」（平成20年6月）の

２つの意見書が提出され，将来的な目標や大幅な財政支援の拡充についての提言がなされた。
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平成20年 10月 大学設置基準等の改正について ・大学における教育課程の共

(答申) 同実施制度を創設(平成21年

3月施行)

平成17年２月の答申「我が国

の高等教育の将来像」に基づ

き，必要な規定の改正につい

て審議。

平成20年 12月 学士課程教育の構築に向けて ・学士課程教育の質の維持・ →①大学教育充実のための

(答申) 向上のため，各大学の学位 戦略的大学連携支援プ

授与の方針，教育課程編成 ログラム

高等教育を取り巻く環境が大 ・実施の方針，入学者受入 平成21年度予定額

きく変化する中，大学教育の れの方針の明確化等を進め ：60億円

質を保証する取組は不可欠で ることが必要。 ②大学教育・学生支援推

あると指摘し，「大学に期待 進事業（新規）

される取組」及び「国によっ 平成21年度予定額

て行われるべき支援・取組」 ：110億円

について提言。 ・分野別質保証の在り方につい

て日本学術会議に対し審議依

頼。(平成20年5月)

平成20年 12月 高等専門学校教育の充実に向け ・教育内容・方法等の充実や

て(答申) 教育基盤の強化の推進

・地域ニーズを踏まえた専攻

高等専門学校をめぐる状況が 科の整備・充実，地域と連

大きく変化する中，様々な課 携した国立高専の再編・整

題について対応し，振興を図 備の検討

るための方策について提言。
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